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【 資料編 】第１.１「新座市防災会議条例」 

 

○新座市防災会議条例 

昭和３９年６月２５日 

条例第１６号 

改正 昭和５１年４月１日条例第１３号 

平成２年９月２６日条例第１４号 

平成５年４月１日条例第１０号 

平成１０年９月２１日条例第２７号 

平成１１年６月３０日条例第１９号 

平成１２年３月２９日条例第３号 

平成１５年６月２３日条例第２０号 

平成２４年３月２８日条例第８号 

平成２４年９月２８日条例第３６号 

平成２９年１１月３０日条例第２８号 

令和３年１２月１７日条例第１１０号 

令和４年３月２２日条例第２０号 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規定に基づ

き、新座市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とす

る。 

（平１２条例３・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）新座市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

（２）市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

（３）前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（平２条例１４・平１０条例２７・平２４条例３６・一部改正） 

（組 織） 

第３条 防災会議は、会長及び委員４６人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、防災会議を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）指定地方行政機関の職員 ２人以内 

（２）埼玉県知事の部内の職員 ４人以内 

（３）埼玉県警察の警察官 ２人以内 

（４）埼玉県南西部消防局の消防局長 

（５）市教育長 

（６）市消防団長 

（７）前２号以外の市職員 ２０人以内 
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（８）指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 ９人以内 

（９）自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 ６人以内 

６ 前項第８号及び第９号の規定により委嘱される委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。た

だし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平２条例１４・全改、平１０条例２７・平成１５条例２０・平成２４条例８・平成２４条例３６・

令４条例９・一部改正） 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、関係一部事務組合の職員、市職員、関

係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（平２条例１４・平１０条例２７・一部改正） 

（庶 務） 

第５条 防災会議の庶務は、危機管理室において処理する。 

（平２条例１４・追加、平５条例１０・平１１条例１９・平２９条例２８・令３条例２５・一部改正）  

（委 任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

（平２条例１４・旧第５条繰下・一部改正） 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年条例第１４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に改正前の新座市防災会議条例の規定により委員に任命されている者

については、改正後の新座市防災会議条例の規定により委員に委嘱され、又は任命された者とみ

なす。 

附 則（平成５年条例第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年６月１日から施行する。 

附 則（平成１０年条例第２７号） 

この条例は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第３号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第８号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第３６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則(令和３年条例第２５号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則(令和４年条例第９号) 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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【 資料編 】第１.２「災害時相互応援に関する協定書」 

 

○災害時相互応援に関する協定書 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市（以下「４市」という。）の地域に、災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害が発生し、被災市独自

では十分な応急措置ができない場合に、同法第６７条第１項の規定に基づき、被災市の要請に応

え、相互に救援協力し、被災市の応急措置等を円滑に遂行するため必要な事項について定めるも

のとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 避難場所等の相互利用 

(2) 災害資機材及び物資の提供 

(3) 前２号に定めるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第３条 応援を受けようとする市は、文書により要請する。ただし、緊急を要するときは、無線又

は電話により要請し、後日、文書を提出するものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。 

（連絡協議会の設置） 

第５条 協定の実施について必要な事項を協議するため、４市災害時相互応援対策連絡協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、定期的に研究会を開催し、協議するものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項は、４市が協議して定めるものとする。 

（施行期日） 

第７条 この協定は、平成８年９月１日から施行する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、各市は署名押印の上、各１通を保有する。 

 

    平成８年８月２９日 

 

                                     朝霞市長  塩味達次郎 

 

                                     志木市長  細田喜八郎 

 

                                     和光市長  田中 茂 

 

                                     新座市長  須田 健治 
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【 資料編 】第１.３「災害時における五市相互応援に関する協定」 

 

○災害時における五市相互応援に関する協定 

 

埼玉県所沢市、東京都東村山市、東京都清瀬市、東京都東久留米市及び埼玉県新座市の市長は、

災害時の相互応援に関し、次のとおり協定する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第６７

条の規定に基づき、この協定を締結した市（以下「協定市」という。）の地域において、法第２

条第１号の災害が発生し、協定市独自では十分に被災者の救援等の応急措置等ができない場合に

おいて、協定市が他の協定市に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項に

ついて定めるものとする。 

（連絡窓口） 

第２条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速

やかに相互に連絡するとともに必要な情報を相互に提供するものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 被災者を一時収容するための施設の提供 

(5) 救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣 

(6) ボランティアの斡旋 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認め要請のあったもの 

（応援要請の手続き） 

第４条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭又は電話、電信等により要請

を行い、後日、速やかに文書（様式１）を提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等 

(3) 前条第４号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員 

(4) 前条第５号に掲げる職員の職種別の人員 

(5) 前条第６号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員 

(6) 応援を受ける場所及びその経路並びに期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

（応援の実施） 

第５条 応援を要請された協定市は、これに応じ、救援に努めるものとする。 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし、職員の派遣に

要する経費は、応援を行う市が負担する。 

２ 前項の規定により難い場合には、別途協議する。 

（災害補償等） 

第７条 第３条第５号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災害
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補償については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところによる。 

２ 派遣職員が公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたも

のについては被災市が、被災市への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市

が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。 

（情報等の交換） 

第８条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を常時交換するも

のとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定

めるものとする。 

（施行期日） 

第10条 この協定は、平成８年７月３０日から施行する。 

 

この協定の締結を証するため、本書５通を作成し、各自それぞれ記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

   平成８年７月３０日 

 

埼 玉 県 所 沢 市 長   齊藤  博 

 

東京都東村山市長      細渕 一男 

 

東 京 都 清 瀬 市 長      星野  繁 

 

東京都東久留米市長      稲葉三千男 

 

埼 玉 県 新 座 市 長      須田 健治 
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【 資料編 】第１.４「西東京市と新座市との災害時における相互応援に関する協定」 

 

○西東京市と新座市との災害時における相互応援に関する協定 

 

西東京市と新座市（以下これらを「協定都市」という。）は、隣接する自治体として、災害時に

おける応急対策及び復旧対策（以下｢応急対策等｣という。）に係る相互の応援活動に関し、次のと

おり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、協定都市のいずれかの地域において地震等の大規模な災害が発生し、被災

した当事者（以下「被災都市」という。）が単独では十分な応急対策等が実施できない場合に、

被災都市の要請による応急業務が円滑に実施できるよう、必要な事項について定めるものとす

る。 

（応援の内容） 

第２条 被災都市が要請することができる応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 被災者の救出、救護、医療、防疫並びに施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供

及びあっせん 

(2) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資器材の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

(4) 消火、救援、医療、防疫その他応急対策等に必要な職員の派遣 

(5) ボランティア等のあっせん 

(6) 被災者を一時的に収容するための施設の提供 

(7) 情報支援として、被災都市の住民からの問い合わせの一時受付、災害広報の発行、被災都

市のホームページの作成・掲示等 

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項 

（要請の手続） 

第３条 被災都市が応援を要請する場合には、次の事項を明らかにして、電話その他の通信手段

により応援都市（応援を行う当事者をいう。以下同じ。）に通知し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

(1) 災害の概況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請するときは、物資等の品名、数量等 

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請するときは、活動内容、職員の職種及び人員 

(4) 応援場所及びその経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前条第６号に掲げる応援を要請するときは、一時的な避難を希望する者の人数及び期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、本協定の趣旨を踏ま

え、応援都市も応分の負担をするものとし、その負担は被災状況等を勘案し、双方で協議して

定めるものとする。 

２ 被災都市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、被災都市から要請があった

場合には、応援都市は当該費用を一時立て替えするものとする。 

（連絡の窓口） 
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第５条 協定都市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生した時は、

相互に連絡するとともに、必要な情報を相互に提供するものとする。 

（損害補償等） 

第６条 応援活動に従事した職員の損害補償等については、次に掲げる方法により処理するもの

とする。 

(1) 応援活動に従事した職員が、応援活動中又は被災都市との往復途中において、負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、応援都市がその損害を補償するものとする。 

(2) 応援活動に従事した職員が、応援活動中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災

都市との往復途中に生じたものを除き、被災都市がその損害を補償するものとする。 

（自主的な活動の実施） 

第７条 協定都市は、大規模な災害が発生したにもかかわらず、通信の途絶等により被災都市と

連絡が取れない場合は、被災都市からの応援要請があったものとして自主的に応援活動を実施

するものとする。 

（職員指揮権） 

第８条 応援都市から派遣された職員が被災都市の地域内で活動する場合は、被災都市の長の指

揮の下に活動するものとする。 

（訓練等） 

第９条 協定都市は、この協定が災害時に有効に機能するよう、平常時において相互に情報を交

換するとともに、災害時に効率的な相互応援ができるよう相互に協力して訓練を実施するもの

とする。 

２ 前項の訓練等へ参加及び協力した職員の損害補償等については、第６条の規定を準用する。 

３ 協定都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料

を相互に交換するものとする。 

４ 協定都市は、この協定について、平常時から双方の地域住民に対して周知を行い、地震等の

大規模な災害を想定した訓練を実施するときは、訓練の参加等を積極的に促すものとする。 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、協定都市が、そ

の都度協議して定めるものとする。 

（施行期日） 

第 11 条 この協定は、平成 23年８月 16 日から施行する。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、記名押印のうえ、各１通を保有する

ものとする。 

 

平成２３年８月１６日 

           

          東京都西東京市南町五丁目６番１３号 

           西東京市 

            西東京市長  坂  口   光  治 

 

          埼玉県新座市野火止一丁目１番１号 

           新座市 

            新座市長   須  田    健  治 
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【 資料編 】第１.５「練馬区と新座市との災害時における相互応援に関する協定書」 

 

○練馬区と新座市との災害時における相互応援に関する協定書 

 

練馬区と新座市（以下これらを「協定都市」という。）は、隣接する自治体として、災害時にお

ける応急対策および復旧対策（以下「応急対策等」という。）に係る相互の応援活動に関し、つぎ

のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、協定都市のいずれかの地域において地震等の大規模な災害が発生し、被災

した当事者（以下「被災都市」という。）が単独では十分な応急対策等が実施できない場合に、

被災都市の要請による応急業務が円滑に実施できるよう、必要な事項について定めるものとす

る。 

（応援の内容） 

第２条 被災都市が要請することができる応援の内容は、つぎのとおりとする。 

(1) 被災者の救出、救護、医療、防疫ならびに施設の応急復旧等に必要な資器材および物資の

提供およびあっせん 

(2) 食糧、飲料水および生活必需物資ならびにそれらの補給に必要な資器材の提供 

(3) 救援および救助活動に必要な車両等の提供およびあっせん 

(4) 消火、救援、医療、防疫、その他応急対策等に必要な職員の派遣 

(5) ボランティア等のあっせん 

(6) 被災者を一時的に収容するための施設の提供 

(7) 情報支援として、被災都市の住民からの問合せの一時受付、災害広報の発行、被災都市の

ホームページの作成・掲示等 

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項 

（要請の手続） 

第３条 被災都市が応援を要請する場合には、つぎの事項を明らかにして、電話その他通信手段

により応援都市（応援を行う当事者をいう。以下同じ。）に通知し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

(1) 災害の概況 

(2) 前条第 1 号から第 3号までに掲げる応援を要請するときは、物資等の品名、数量等 

(3) 前条第 4 号に掲げる応援を要請するときは、活動内容、職員の職種および人員 

(4) 応援場所およびその経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前条第 6 号に掲げる応援を要請するときは、一時的な避難を希望する者の人数および期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、本協定の趣旨を踏ま

え、応援都市も応分の負担をするものとし、その負担は被災状況等を勘案し、双方で協議して

定めるものとする。 

２ 被災都市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、被災都市から要請があった

場合には、応援都市は当該費用を一時立て替えするものとする。 

（連絡の窓口） 
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第５条 協定都市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生した時は、

相互に連絡するとともに、必要な情報を相互に提供するものとする。 

（損害補償等） 

第６条 応援活動に従事した職員の損害補償等については、つぎに掲げる方法により処理するも

のとする。 

(1) 応援活動に従事した職員が、応援活動中または被災都市との往復途中において、負傷し、

もしくは疾病にかかり、または死亡した場合は、応援都市がその損害を補償するものとする。 

(2) 応援活動に従事した職員が、応援活動中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災

都市との往復途中に生じたものを除き、被災都市がその損害を補償するものとする。 

（自主的な活動の実施） 

第７条 応援都市は、大規模な災害が発生したにもかかわらず、通信の途絶等により被災都市と

連絡が取れない場合は、被災都市からの応援要請があったものとして自主的に応援活動を実施

するものとする。 

（職員指揮権） 

第８条 応援都市から派遣された職員が被災都市の地域内で活動する場合は、被災都市の長の指

揮の下に活動するものとする。 

（訓練等） 

第９条 協定都市は、この協定が災害時に有効に機能するよう、平常時において相互に情報を交

換するとともに、災害時に効率的な相互応援ができるよう相互に協力して訓練を実施するもの

とする。 

２ 前項の訓練等へ参加および協力した職員の損害補償等については、第 6条の規定を準用する。 

３ 協定都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料

を相互に交換するものとする。 

４ 協定都市は、この協定について、平常時から双方の地域住民に対して周知を行い、地震等の

大規模な災害を想定した訓練を実施するときは、訓練の参加等を積極的に促すものとする。 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項およびこの協定に関して疑義が生じたときは、協定都市が、

その都度協議して定めるものとする。 

（施行期日） 

第 11 条 この協定は平成 23年 9月 2日から施行する。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、署名のうえ、各 1 通を保有するもの

とする。 

 

平成２３年９月２日 

 

                  東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

                  練馬区 

                   練馬区長  志 村 豊 志 郎 

 

                  埼玉県新座市野火止一丁目１番１号 

                  新座市 

                   新座市長  須 田 健 治 
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【 資料編 】第１.６「災害時における相互応援に関する協定書（那須塩原市)」 

 

○災害時における相互応援に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、新座市又は那須塩原市（以下「市」という。）において、大規模な災害が発

生し、被災した市だけでは十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、被災した市

の要請にこたえ、相互に救援協力し、被災した市の応急対策を円滑に遂行するため、締結するも

のである。 

（連絡の窓口） 

第２条 両市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速や

かに相互に連絡するものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水、生活必需品等の救援用物資の提供及びあっせん 

(2) 車両等の貸与並びに応急対策用資機材の提供及びあっせん 

(3) 被災者の一時収容のための施設の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第４条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。た

だし、緊急の場合には、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号及び第２号に掲げるもののうち必要な品名、数量等 

(3) 応援場所及び当該場所への経路 

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。 

２ 応援を要請した市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した市か

ら申出があった場合には、応援した市は当該費用を一時立替支弁するものとする。 

（資料及び情報の交換） 

第６条 この協定による応援が円滑に行われるよう必要に応じ、防災に関する情報及び資料を相互

に交換するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度協

議して定めるものとする。 

（施行日） 

第８条 この協定は、平成17年11月１日から施行する。 

２ 平成７年11月１日付けで新座市と西那須野町が締結した「災害時における相互応援に関する協

定書」は、この協定の締結とともにその効力を失う。 
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この協定の成立を証するため、この協定書に署名する。 

 

平成１７年１１月１日 

 

 

埼 玉 県    新 座 市 長 

 

立 会 人    新 座 市 議 会 議 長 

 

 

栃 木 県    那 須 塩 原 市 長 

 

立 会 人    那須塩原市議会議長 
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【 資料編 】第１.７「災害時における相互応援に関する協定（十日町市)」 

 

○災害時における相互応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、十日町市又は新座市（以下「都市」という。）において、大規模な災害が発

生し、被災都市だけでは十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、被災都市の要

請に応え、相互に救援協力し、被災都市の応急対策を円滑に遂行するため、平成７年１１月１日

に新座市と旧中里村との間で締結した災害時における相互応援に関する協定を受け、締結するも

のである。 

（連絡の窓口） 

第２条 都市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速や

かに相互に連絡するものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水、生活必需品等の救援用物資の提供及びあっせん 

(2) 車両等の貸与、応急対策用資機材の提供及びあっせん 

(3) 被災者の一時収容のための施設の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(5) その他特に要請のあった事項 

（応援要請の手続） 

第４条 応援を要請する都市は、次の事項を明らかにし、電話等により要請し、後日文書を提出す

るものとする。 

(1) 被災の状況 

(2) 前条第１号及び第２号に掲げるものの必要な品名、数量等 

(3) 応援の場所及び当該場所への経路 

(4) その他必要な事項 

（経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した都市の負担とする。 

２ 応援を要請した都市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した

都市から要請があった場合には、応援した都市は当該費用を一時繰り替えて支弁するものとす

る。 

（資料及び情報の交換） 

第６条 この協定による応援が円滑に行われるよう必要に応じ、防災に関する情報及び資料を相互

に交換するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度協

議して定めるものとする。 

（施行日） 

第８条 この協定は、平成２０年４月１日から施行する。 



資料編 

その１ 条例、協定等 

 

資料編 - 14 - 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２０年４月１日 

 

埼玉県新座市野火止一丁目１番１号 

                       新座市 

                        市長  須 田 健 治 

 

新潟県十日町市千歳町３丁目３番地 

                       十日町市 

                        市長  田 口  直 人 
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【 資料編 】第１.８「災害時相互応援に関する協定（豊川市ほか）」 

 

日立市、小山市、新座市、東村山市、豊川市、安城市及び西尾市（以下「協定市」という。）は、

いずれかの市域において、地震等の大規模な災害が発生し、被災した市（以下「被災市」という。）

が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市の要請にこたえ、当該災害により被災

していない市が友愛的精神に基づき行う被災市の応急対策、復旧対策及び災害からの復興を円滑

に遂行するための災害時相互応援（以下「応援」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(5) 災害からの復興活動に必要な職員の派遣及び資器材の提供 

(6) 前各号に掲げるもののほか、被災市が特に必要と認める事項 

（幹事市及び副幹事市） 

第２条 応援を円滑に遂行するため、幹事市及び副幹事市を置く。 

２ 幹事市及び副幹事市に関し必要な事項は、別に定める「災害時相互応援に関する協定実施

細目」による。 

（応援要請の手続き） 

第３条 応援を要請しようとする被災市（以下「応援要請市」という。）は、次に掲げる事項を明

らかにし、幹事市に、口頭、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合におい

て、応援要請市は、必要事項を記載した文書を、後日速やかに幹事市に送付しなければならな

い。 

(1) 被害の状況 

(2) 第１条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数

量等 

(3) 第１条第４号及び５号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並び

に業務内容 

(4) 応援場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか、応援の要請に関し必要な事項 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに

応じ応援に努めるものとする。 

２ 前項の規定により応援する協定市（以下「応援市」という。）は、災害発生直後、応援のた

め職員を派遣する場合においては、派遣職員自ら消費し、又は使用する物資等を携行させる

ものとする。 

（自主的活動） 

第５条 被災市以外の協定市は、激甚な災害による通信の途絶等により被災市との連絡がとれな

い場合には、相互に連絡調整し、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。 

２ 前項の規定により自主的に応援を行う協定市（以下「自主応援市」という。）は、被災市に
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到着後、応援内容等を被災市に速やかに連絡するものとする。 

３ 自主応援市は、応急対策、復旧対策及び災害からの復興に必要な情報の収集を行い、その

情報を被災市に提供する。この場合において、自主応援市は、自律的活動に努めるものとす

る。 

４ 自主応援市は、応援中に直接被災市から第３条の規定による要請を受けたときは、第４条

の規定により応援するものとする。なお、被災市は要請後速やかに第３条の規定に基づく手

続きを行うものとする。 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要した経費の負担については、別に定める「災害時相互応援に関する協定実施細

目」による。 

（連絡担当部局） 

第７条 協定市は、あらかじめ応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速や

かに情報を相互に交換するものとする。 

（雑則） 

第８条 この協定の締結後、住民基本台帳人口が１５万人以上２０万人未満の市からこの協定へ

の参加希望がある場合は、特段の事情がない限り協定市はこれを受け入れるものとする。 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が

協議して定めるものとする。 

第 10 条 この協定を証するため、本協定書７通を作成し、各市は記名押印の上、各１通を保有す

る。 

（協定の発効） 

第 11 条 この協定は、平成３０年１１月１日から効力を発生するものとする。 

 

平成３０年１１月１日 

 

茨城県日立市助川町１丁目１番１号 

日立市 

日立市長 小川 春樹 

 

栃木県小山市中央町１丁目１番１号 

小山市 

小山市長 大久保 寿夫 

 

埼玉県新座市野火止１丁目１番１号 

新座市 

新座市長 並木 傑 

 

東京都東村山市本町１丁目２番３号 

東村山市 

東村山市長 渡部 尚 

 

愛知県豊川市諏訪１丁目１番地 
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豊川市 

豊川市長 山脇 実 

 

愛知県安城市桜町１８番２３号 

安城市 

安城市長 神谷 学 

 

愛知県西尾市寄住町下田２２番地 

西尾市 

西尾市長 中村 健 
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【 資料編 】第１.９「新座市災害対策本部条例」 

 

○新座市災害対策本部条例 

 

昭和３９年６月２５日 

条例第１７号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の規定に

基づき、新座市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（平１０条例２６・平２４条例３７・一部改正） 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。 

（平１０条例２６・一部改正） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第３７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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【 資料編 】第２.１「受・配水池等耐震化状況」 

（令和 7年 4月 1 日現在) 

浄水場名 施設名 
容量 

(㎥） 
建設年度 構造 耐震化状況 

西堀 

 浄水場 

受水池(管理ｾﾝﾀｰ側) 5,000 S47 ＲＣ造 Ｈ22年度に耐震補強工事を実施 

受水池 5,000 S49 ＲＣ造 Ｈ21年度に耐震補強工事を実施 

配水池 2,500 S60 ＰＣ造 Ｓ56年以降の新耐震基準に基づき建設 

配水池 2,500 S60 ＰＣ造 Ｓ56年以降の新耐震基準に基づき建設 

高架水槽(高区) 1,300 H 5 ＰＣ造 Ｓ56年以降の新耐震基準に基づき建設 

高架水槽(低区) 3,900 H 5 ＰＣ造 Ｓ56年以降の新耐震基準に基づき建設 

片山 

 浄水場 

受水池 3,000 S47 ＲＣ造 Ｈ19年度に耐震補強工事を実施 

受水池(高架水槽側) 3,000 S50 ＲＣ造 Ｈ19年度に耐震補強工事を実施 

配水池 1,790 S45 ＲＣ造 Ｈ11年度に耐震補強工事を実施 

配水池 1,340 S43 ＲＣ造 Ｈ10年度に耐震補強工事を実施 

高架水槽(高層) 1,000 H 6 ＰＣ造 Ｓ56年以降の新耐震基準に基づき建設(※1) 

高架水槽(低層) 
着水井 

1,000 H 6 ＰＣ造 Ｓ56年以降の新耐震基準に基づき建設(※1) 

野火止 

 浄水場 

受・配水池 
(着水井側) 

2,300 S50 ＲＣ造 
Ｈ８年度実施の耐震診断(１次診断)では耐震性有り 
Ｈ９年度に老朽化(柱補強含む)工事を実施 

受・配水池 2,500 S48 ＲＣ造 Ｈ15年度に老朽化(柱補強含む)工事を実施 

高架水槽 
4,000 H26 

ステン

レス造 

 

新座団地 

 給水場 
受・配水池 980 S43 ＲＣ造 

Ｒ2年度に耐震診断実施 Ｒ4年度耐震工事実施予定

(※2) 

注）網掛け欄は、耐震補強工事施工済みを示す。 

 

※1 令和 4年度に耐震補強工事を実施 

※2 令和 5年度に耐震補強工事を実施 
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【 資料編 】第２.２「新座市との災害時協力に関する協定事業者」 

 

新座市との災害時協力に関する協定事業者一覧（その１） 

（令和 7年 9 月 1 日現在） 
No. 協定事項 締結事業者 

1 
飲料水・ 

生活用水の供給 

株式会社東京ドーム 

後楽園スイミングスクールひばりが丘 

2 大木伸銅工業株式会社 

3 サンケン電気株式会社 

4 
ＴＯＰＰＡＮ株式会社情報コミュニケーション

事業部 

5 食糧等調達 あさか野農業協同組合 

6 株式会社いなげや 

7 有限会社和か葉 

8 株式会社不二家埼玉工場 

9 株式会社松屋フーズ 

10 重機類等調達 株式会社鳴浜リース 

11 

ＬＰガス調達 埼玉県ＬＰガス協会朝霞支部新座地区会※ 

※新座地区プロパンガス協会 

※片山地区プロパンガス協会 

12 相互協力及び情報共有 日本郵便株式会社新座市内郵便局 

13 情報の収集・伝達 新座市アマチュア無線クラブ 

14 情報の伝達 株式会社ジェイコム東京 

15 株式会社コミュニティシェアＦＭ 

16 東京ガス株式会社埼玉支社 

17 医療の提供 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 

18 特定医療法人社団堀ノ内病院 

19 一般社団法人朝霞地区医師会 

20 一般社団法人朝霞地区歯科医師会 

21 一般社団法人朝霞地区薬剤師会 

22 小動物等の救護活動 公益社団法人埼玉県獣医師会南支部 

23 新座動物総合医療センター 

24 応急対策業務 新座市建設業防災協会（建築） 

25 新座市建設業防災協力会（土木） 

26 新座市造園業防災協力会（造園） 

27 新座市指定水道工事店防災協力会（水道） 

28 埼玉県電気工事工業組合（電気） 

29 東京電力パワーグリッド株式会社志木支社 
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新座市との災害時協力に関する協定事業者一覧（その２） 

（令和 7年 9 月 1 日現在） 
No. 協定事項 締結事業者 

30 (災害活動用資機材、)生活必需物

資等の提供 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

31 株式会社カインズ 

32 北辰商事株式会社 

33 スギホールディングス株式会社 

34 燃料等の提供 埼玉県石油業協同組合朝霞支部 

35 物資の輸送 社団法人埼玉県トラック協会朝霞支部 

36 佐川急便株式会社北関東支店 

37 ヤマト運輸株式会社埼京主管支店 

38 
避難スペース等の提供、災害関連

広報物の印刷 

株式会社光邦新座工場 

39 災害時における登記等の法律相談 埼玉司法書士会 

40 避難所における畳の提供 ５日で 5000 枚の約束。プロジェクト実行委員会 

41 地域貢献型広告の設置 東電タウンプランニング株式会社埼玉総支社 

42 避難スペース及び備蓄品の提供（覚書）前田道路株式会社武蔵野営業所 

43 災害に係る情報発信等 ヤフー株式会社 

44 災害時の行政手続き等の書類作成相談 埼玉県行政書士会 

45 災害時における住宅地図の支給等 株式会社ゼンリン関東エリアグループ 

46 自動販売機内の飲料の供給 株式会社伊藤園 

47 東京ヤクルト販売株式会社 

48 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社ベン

ディング浦和支店所沢駐在 

49 東京キリンビバレッジサービス株式会社 

50 大蔵屋商事株式会社 

51 水道施設災害等発生時の応援業務 株式会社両毛ビジネスサポート 

52 災害時の市内家屋の調査 埼玉土地家屋調査士会 

53 災害時避難施設に係る情報の提供 株式会社バカン 

54 
災害時における無人航空機を活用

した支援活動等 

株式会社中野技術 

55 
大規模災害時における災害廃棄物

の仮置場に係る敷地提供等 

株式会社ホープ 

56 災害時におけるレンタル機材の提供等 日立建機日本株式会社埼玉支店 

57 株式会社アクティオ 

58 電力の供給 西武バス株式会社 

59 OpenStreet 株式会社 

60 施設等の提供 株式会社カインズ 

61 北辰商事株式会社 

62 ウェルシア薬局株式会社 

※締結事業者名は、令和7年9月1日現在の社名を記載している。 
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L
E
D

パ
イ
プ
ラ
イ
ト

合計213本

※指定緊急避難場所41か所のうち、
市立小中校23校に各3本
その他18施設に各6本

福祉避難所9か所に各4本

発
電
機

合計141基

※指定緊急避難場所41か所に各3基
福祉避難所9か所に各2基

マ
ン
ホ
ー

ル

ト
イ
レ

合計132基

※指定緊急避難場所41か所に各3基
福祉避難所9か所に各1基

ア
ル
ミ

ブ
ラ
ン
ケ
ッ

ト

合計13,700枚

毛
布

合計12,500枚

薬
剤
ト
イ
レ

183,000回分（1830箱（1箱100回））
（使用期限10年）

飲
料
水

合計12,605本（500ｍｌ）

※毎年度2,520本購入
5年の賞味期限が切れたものを廃棄

食
糧

合計104,700食

→毎年度、約20,000食購入
5年の賞味期限が切れたものを廃棄

目標

簡
易
ベ
ッ

ド

合計5,359台

※想定可能収容可能区画分１区画に対
して、１台として算出

パ
ー

テ
ィ

シ
ョ

ン

合計5,359基

※想定可能収容区画分5,359区画に対し
て、１基として算出

間
仕
切
り
テ
ン
ト

合計1,162張

※各指定緊急避難場所における
福祉避難スペース1部屋に対して7張ず

つ配備
福祉避難スペース166部屋（R7.7時

点）×7張
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【 資料編 】第２.４「危機管理部局以外が保有する非常用備品等」 

（令和 7年 4月 1 日現在） 

品 名 数量 単位 所管課 

非常用ブランケット 100 枚 環境課 

簡易トイレ 32 組 環境課 

マスク 80 枚 環境課 

カンパン 72 缶 環境課 

備蓄水（2リットル） 12 本 環境課 

毛布 10 枚 環境課 

ブルーシート 1 枚 環境課 

エンジンカッター 1 台 環境課 

油圧ジャッキ 1 台 環境課 

マスク 282,400 枚 保健センター 

手指消毒液（5L） 79 本 保健センター 

防護服 335 組 保健センター 

応急危険度判定ステッカー 1 式 建築審査課 

応急危険度判定票 1 式 建築審査課 

応急危険度判定士腕章 380 個 建築審査課 

応急危険度判定用クラックスケール 197 個 建築審査課 

応急危険度判定士用ホイッスル 25 個 建築審査課 

応急危険度判定士用方位磁石 25 個 建築審査課 

応急危険度判定用懐中電灯 19 個 建築審査課 

応急危険度判定用ハンマー 26 個 建築審査課 

応急危険度判定士用軍手 2,508 組 建築審査課 

応急危険度判定用下げ振り保持器 204 個 建築審査課 

応急危険度判定士用反射ジャケット 19 着 建築審査課 

応急危険度判定士用雨具 20 着 建築審査課 

応急危険度判定士用防塵マスク 1 式 建築審査課 

応急危険度判定士用携行バッグ 28 個 建築審査課 

応急危険度判定士用ヘルメット 49 個 建築審査課 

応急危険度判定士用色鉛筆 1 式 建築審査課 

応急危険度判定士用携行バインダー 320 冊 建築審査課 

発電機 1 台 下水道課 

水中ポンプ 1 台 下水道課 

※保健センター管理のマスク、手指消毒液、防護服については、新型インフルエンザに備えた

備品である。 
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【 資料編 】第２.５「浄水場施設（貯水能力）」 

（令和 7年 4月 1 日現在)  

 

施設設備 

西堀浄水場 

(本多1-4-26) 

片山浄水場 

(野寺4-10-6) 

野火止浄水場 

(野火止7-20-9) 

新座団地給水場 

(新座3-3-21) 

取水設備 

(１日当たり) 

１号取水井 1,000m３ １号取水井  休止中 １号取水井  休止中 １号取水井   600m３ 

２号取水井 1,300m３ ２号取水井 1,200m３ ２号取水井 1,300m３  

３号取水井 1,200m３ ３号取水井 1,000m３ ３号取水井 1,300m３  

４号取水井 1,500m３ ４号取水井 1,200m３ ４号取水井 1,300m３  

５号取水井 1,000m３ ５号取水井 1,100m３ ５号取水井 1,000m３  

６号取水井 1,000m３ ６号取水井 1,700m３   

７号取水井 1,200m３    

８号取水井 1,200m３    

計 9,400m３/日 計 6,200m３/日 計 4,900m３/日 計 600m３/日 

受配水設備 

受･配水池 

5,000m３－2池 

2,500m３－2池 

1,340m３－1池 

1,790m３－1池 

3,000m３－2池 

2,300m３－1池 

2,500m３－1池 

980m３－1池 

計 15,000m３ 計 9,130m３ 計 4,800m３ 計 980m３ 

配水設備 

高架水槽 

（高区） 

   1,300m３－1池 

（低区） 

   3,900m３－1池 

（高層） 

   1,000m３－1池 

（低層）着水井 

   1,000m３－1池 

4,000㎥－1池   

   計 5,200m３    計 2,000m３     計 4,000m３      

発電設備 

自家発電機 

500KVA 1基 300KVA 1基 300KVA 1基 88.5KVA 1基 

注）各浄水場取水設備の取水量は、新座市水道事業経営変更認可申請（第 4 期拡張変更）の数値である。 
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【 資料編 】第２.６「災害用指定井戸」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

No. 所有者 井戸場所  No. 所有者 井戸場所 

1 並木 辰巳 畑中１－７－３１付近  41 高橋 一二 栗原３－８－１９ 

2 大畑 浩 畑中２－３－２５  42 近藤 昭一 栗原３－９－２１ 

3 ㈱ホープ№2 馬場１－１付近  43 髙橋 正一 栗原３－１１－５ 

4 木下 敬一 馬場１－４付近  44 菅原 伊左雄 栗原６－９－１３ 

5 並木 三郎 馬場１－４付近  45 黒川 初江 栗原６－１０－２９ 

6 矢島 君枝 馬場２－２－３１  46 土屋 誠 新堀１－７－５９ 

7 栃南建材㈱ 馬場２－６－２  47 小糸 美知子 新堀１－１１－２１ 

8 清水 亮 馬場３－７－１３  48 関 武則 新堀２－８－３４ 

9 榎本 雄治 馬場３－９－５  49 小糸 浩二 新堀２－１４－２６ 

10 ㈱ホープ№1((㈱コスモ) 馬場４－２－４  50 中島 栄 新堀３－９－２２ 

11 榎本 和夫 馬場４－４－２７  51 佐藤 幸男 西堀１－２－７ 

12 榎本 堅 No.2 堀ノ内１－２付近  52 渡邊 眞佐人 西堀１－１１－３１ 

13 本多 誠治 堀ノ内１－４－２４  53 加藤 代志子 西堀３―１―１２ 

14 榎本 堅 堀ノ内１－７－２５  54 渡邊 朗 西堀３－５－１９ 

15 榎本 信昭 堀ノ内２－１－５０  55 (株)並木産業 本多１－５－５ 

16 中里 貞夫 堀ノ内２―９－９  56 野島 清 本多１－６－５ 

17 野島 彰二 堀ノ内３－３－３０  57 黍塚 静子 本多１－１７－１５ 

18 大塚 聡 堀ノ内３－８－１３  58 蛭間 俊彦 菅沢１－６－５ 

19 薗部 友宏 道場１－１３－１７  59 金子 武徳 あたご２－１－１ 

20 大澤 寛 道場２－８－１１  60 田畑 安治 野火止２－３－７ 

21 松本 恵 道場２－１８－１３  61 岸 時子 野火止２－６－１５ 

22 貫井 秀夫 片山１－１０－２  62 高橋 昭男 野火止２－６－２０ 

23 浅海 隆 片山１－１５－２３  63 岸 治夫 野火止２－６－２９ 

24 笠原 道男 片山２－１－１３  64 神田 豊明 野火止２－１０－４１ 

25 貫井 俊次 片山２－６－１７  65 田中 広之 野火止３－５－１０ 

26 貫井 俊次 No.2 片山３－６－２６付近  66 長谷川 孝司 野火止３－３－１５ 

27 田中 誠治 池田２－２－４０  67 ㈱不二家埼玉工場 野火止４－１９－２１ 

28 並木 大治 池田３－７－１６  68 清水 宏 野火止６－７－１３ 

29 新井 富子 石神２－１２－３１  69 細沼 利通 中野１－１３－３付近 

30 西山 義明 石神４－２－３  70 栗原 貞一 中野２－１１付近 

31 髙野 正次 石神４－９－１９  71 ㈱東日本宇佐美 大和田２－５－２３ 

32 鈴木 克典 石神４－１２－１５  72 田中 茂義 大和田１－１８－５ 

33 石井 勇 野寺１－１－１１  73 サンケン電気㈱ 北野３－６－３ 

34 本多 政行 野寺２－１－３３  74 鳥塚 眞一 東２－５－２９ 

35 吉川 幸夫 野寺２－３－１３ 

36 本多 政行 No.2 野寺３－６付近 

37 新倉 昭久 野寺４－３－１４ 

38 石井 義和 野寺４－１１－２４ 

39 高橋 晴子 栗原１－２－２３ 

40 原井 忠雄 栗原２－２－１５ 
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【 資料編 】第２.７「消防水利の現況」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

                    区分 

 水利種別 

新座市 

公設 指定 

 総  数     1,546 (83)      385 (140) 

 消火栓     1,283        9 

防 

火 

水 

槽 

 

  20m３以上 40m３未満        14        1 

  40m３以上 60m３未満       219 (70)      229  (73) 

  60m３以上 100m３未満        22   (6)      111   (48) 

 100m３以上         8   (7)       35   (19) 

       小  計       263  (83)      376  (140) 

 プール        15 － 

             注）（ ）内の数字は、耐震の数を示す。 

 

 

 

【 資料編 】第２.８「消防団車庫等の現況」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

分団名 所在地 構造（階数） 
敷地面積 

(㎡) 

建築面積

(㎡) 

延床面積

(㎡) 

消防団本部  野火止一丁目 1-1  新座市役所内(地下１階)     -    -     - 

本部分団      〃       〃     -    -     - 

第１分団  畑中二丁目 10-31  軽量鉄骨造(２階建)    194.5     44.5     89.1 

第２分団  道場一丁目 10-9  軽量鉄骨造(２階建)    275.8     40.6     80.4 

第３分団  野寺一丁目 4-10  軽量鉄骨造(２階建)    261.3     44.5     89.1 

第４分団  西堀三丁目 2-20  軽量鉄骨造(２階建)    222.4     44.5     89.1 

第５分団  野火止三丁目 13-10  軽量鉄骨造(２階建)   155.91    69.03    129.6 

第６分団  中野一丁目 5-3  軽量鉄骨造(２階建)    240.0     46.3     92.7 

第７分団  東北二丁目 16-5  軽量鉄骨造(２階建)    198.4     44.5     89.1 

第８分団  野火止七丁目 6-18  軽量鉄骨造(２階建)    191.8     46.4     89.1 
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【 資料編 】第２.９「消防団保有車両の現況」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

    規格等 

分団名 

 

車両名称 

 

車両・型式 

 

型別 

 

ポンプ 

 

購入年月日 

本部分団 本部分団 
トヨタ DBA‐AGH30W ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ - H28年10月 

ダイハツ EBD-S331W 軽自動車 B-2 H26年 3月 

第１分団 第１分団 日野 2DG-XZU640M CD-1 A-2 R6年 9月 

第２分団 第２分団 日野 SKG-XZU640M CD-1 A-2 H23年10月 

第３分団 第３分団 日野 BDG-XZU334M CD-1 A-2 H23年 1月 

第４分団 第４分団 日野 BDG-XZU334M CD-1 A-2 H19年 9月 

第５分団 第５分団 日野 BDG-XZU334M CD-1 A-2 H20年10月 

第６分団 第６分団 日野 BDG-XZU334M CD-1 A-2 H19年 9月 

第７分団 第７分団 いすゞ PB-NKR81N CD-1 A-2 H18年 9月 

第８分団 第８分団 いすゞ 2RG-NKR88M CD-1 A-2 R6年 12月 

 

 

 

【 資料編 】第２.１０「消防・救出機器（新座市消防団)」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

 

所属 

 

人員 

主要資器材 

実動車 ﾎｰｽ配置数 その他 

消防団本部 48人 - - - 

本部分団 12人 
 広報１（広報車） -  拡声器等 

（ポンプ車）(B-2)  4本  無線 

第１分団 16人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

第２分団 13人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

第３分団 21人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

第４分団 15人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

第５分団 15人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

第６分団 8人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

第７分団 23人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

第８分団 14人 （ポンプ車）(A-2) 30本  無線・受令機・拡声器・輅車等 

   合 計 185人    
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【 資料編 】第２.１１「消防団員配置状況」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

       階級 

 分団名 

 

団員数 

消防団員の階級 

団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 

消防団本部 48人 1 2        45 

本部分団 12人   1 1 2 3     5 

第１分団 16人   1 1 2 3     9 

第２分団 13人   1 1 2 3     6 

第３分団 21人   1 1 2 3    14 

第４分団 15人   1 1 2 3     8 

第５分団 15人   1 1 2 3     8 

第６分団 8人   1 1 2 3     1 

第７分団 23人   1 1 2 3    10 

第８分団 14人   1 1 2 3     7 

   合 計 185人 1 2 10 10 20 30 113 
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【 資料編 】第２.１２「自主防災会」 

(令和 7 年 7 月 1 日現在) 

No. 名  称 設立年月日 No. 名  称 設立年月日 

 1 畑中自主防災会 平成 8年 9月 1日 31 新座二丁目自主防災会 平成10年 2月 1日 

2 石神自主防災会 平成 8年 9月 1日 32 東三丁目自主防災会 平成10年 4月 1日 

3 西分自主防災会 平成 8年 9月 1日 33 栄三丁目自主防災会 平成10年 4月 1日 

4 野火止一丁目自主防災会 平成 8年 9月 1日 34 東一丁目自主防災会 平成10年 4月 5日 

5 新堀二丁目自主防災会 平成 8年10月 1日 35 馬場三丁目自主防災会 平成10年 7月20日 

6 道場自主防災会 平成 8年11月 1日 36 菅沢自主防災会 平成10年 9月 1日 

7 栄五丁目自主防災会 平成 8年11月15日 37 新座リバーサイド自主防災会 平成10年 9月30日 

8 北原自主防災会 平成 8年12月 1日 38 中野自主防災会 平成10年12月 1日 

9 野火止上六自主防災会 平成 8年12月 1日 39 本多自主防災会 平成11年 1月28日 

10 新堀三丁目自主防災会 平成 8年12月11日 40 大和田一・二丁目自主防災会 平成11年 5月 9日 

11 あたご三丁目自主防災会 平成 8年12月13日 41 池田自主防災会 平成11年10月24日 

12 野火止上自主防災会 平成 9年 1月 1日 42 栗原一丁目自主防災会 平成12年 4月25日 

13 野寺自主防災会 平成 9年 1月 1日 43 新座一丁目自主防災会 平成12年 5月 7日 

14 新堀一丁目自主防災会 平成 9年 2月 1日 44 北野三丁目自主防災会 平成12年 7月 9日 

15 西堀自主防災会 平成 9年 2月 2日 45 栗原四丁目自主防災会 平成12年 7月18日 

16 馬場一丁目自主防災会 平成 9年 4月 1日 46 野火止上五自主防災会 平成13年 4月 1日 

17 栄四丁目自主防災会 平成 9年 4月 1日 47 大和田五丁目自主防災会 平成13年 4月22日 

18 東二丁目自主防災会 平成 9年 4月 1日 48 マーテルヒルズ自主防災会 平成13年11月 1日 

19 栗原五丁目自主防災会 平成 9年 7月13日 49 馬場四丁目自主防災会 平成14年 2月 2日 

20 栗原六丁目自主防災会 平成 9年 9月 1日 50 ｴｸﾚｰﾙ武蔵野ﾋﾙｽﾞ自主防災会 平成14年 2月 8日 

21 野火止住宅自治会自主防災会 平成 9年 9月 1日 51 栗原三丁目自主防災会 平成14年 4月 1日 

22 新座団地自主防災会 平成 9年 9月 1日 52 新座馬場住宅自主防災会 平成14年 4月 1日 

23 新座住宅自主防災会 平成 9年 9月 1日 53 栗原二丁目自主防災会 平成14年 8月 3日 

24 片山自主防災会 平成 9年 9月14日 54 馬場二丁目自主防災会 平成15年11月 1日 

25 新栄自主防災会 平成 9年10月 1日 55 野火止中自主防災会 平成16年 1月25日 

26 東北二丁目自主防災会 平成 9年11月 1日 56 北野一・二丁目自主防災会 平成16年10月31日 

27 野火止南団地自主防災会 平成 9年11月 7日 57 野火止下自主防災会 平成17年 2月 4日 

28 中原自主防災会 平成 9年12月 1日 58 東北一丁目自主防災会 平成17年11月 1日 

29 大和田三・四丁目自主防災会 平成 9年12月24日 59 武蔵野北ｽｶｲﾊｲﾂ自主防災会 平成22年 4月30日 

30 堀ノ内自主防災会 平成10年 1月10日 60 野火止四丁目上自主防災会 平成24年 4月 1日 

 61 新塚新座住宅自主防災会 平成25年 4月 1日 
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【 資料編 】第２.１３「地区防災計画一覧」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

団体名称 策定年月 

栄四丁目町会・自主防災会 平成 29 年 4 月 

栗原三丁目町内会・自主防災会 平成 14 年 1 月 

石神町会・自主防災会 平成 26 年 10 月 

北原町会・石神町会・堀ノ内町内会合同 平成 30 年 5 月 

西堀町内会 平成 26 年 9 月 

本多自主防災会 平成 29 年 4 月 

野火止四丁目自主防災会 平成 28 年 12 月 

新座リバーサイド管理組合・自治会 平成 24 年 

東一丁目自主防災会 平成 27 年 5 月 

新堀二丁目自治連合会 

新堀二丁目自主防災会 

令和元年 11 月 

あたご三丁目町会 令和元年 12 月 

北野一・二丁目自主防災会 令和 5年 4月 

馬場三丁目町内会 令和 6年 9月 

新座団地自治会・自主防災会 令和 7年 11 月 

 

※ 団体名称は、計画の提出にあった記載に準ずる。 
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【 資料編 】第２.１４「新座市建設業防災協力会連絡先」 

(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

名称 所在地 電話番号 

越前谷建設(株) 新堀一丁目 2-2 042-493-5826 

奥山ロードサービス(株) 野火止二丁目 7-16 048-477-3588 

(株)菊池興業 石神二丁目 3-4 048-486-9600 

(株)コスモ 馬場四丁目 2-4 048-423-3454 

(株)三立 野火止七丁目 7-46 048-478-4568 

スザキアラキダ㈱ 東北一丁目 14-22 048-471-1881 

髙野工事(株) 栗原二丁目 3-16 042-472-2977 

拓新産業(有) 野火止四丁目 5-11 048-479-7811 

㈱司建設 中野二丁目 2-22 048-479-5057 

照井土建(株) 大和田四丁目 17-28 048-479-2230 

(株)ナカガワロード 石神三丁目 11-29 042-475-0911 

(有)中村産業 馬場四丁目 12-3 048-477-5498 

(株)ヨシダ工業 野火止三丁目 4-14 048-477-3475 

(有)和光建設 大和田五丁目 8-21 048-483-4133 
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【 資料編 】第２.１５「新座市建設業防災協会連絡先」 

(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

名称 所在地 電話番号 

アサカ産業(株) あたご三丁目 12-29 048-482-2231 

(株)浅田工務店 大和田一丁目 6-18 048-478-3081 

内野建設㈱ 埼玉営業所 中野一丁目 15-18 048-481-2120 

大木工業(株) 本多一丁目 10-25 048-479-0031 

亀井建設(株) 野火止四丁目 1-5 048-477-6141 

河端建設㈱ 新座営業所 野火止六丁目 19-1 

ハイツサーティーン １階 
048-481-6565 

菊池建設㈱ 埼玉営業所 片山一丁目 10-25 048-483-2210 

(株)共進 朝霞市北原一丁目 4-2 048-473-1006 

五洋建設工業(株) 野火止二丁目 8-3 048-481-3645 

(株)スズヒロ産業 菅沢二丁目 14-37 048-480-5522 

(有)高忠建設 野火止八丁目 15-3 048-477-2423 

(株)高津工務店 栗原五丁目 2-12-102 042-421-5400 

(株)高橋工務店 栗原四丁目 11-8 042-425-0511 

(株)司エンジニアリング 大和田一丁目 9-5 048-478-6555 

(有)西健建設 西堀三丁目 2-28 042-491-6100 

(株)羽成工務店 北野一丁目 1-1 048-478-1136 

(株)平山工業 中野一丁目 16-15 048-481-3043 

増木工業(株) 野火止三丁目 10-7 048-477-2007 

㈱松永建設 新座営業所 堀ノ内三丁目 3-9-45 048-481-7162 

(株)横山建設 あたご二丁目 4-26 048-481-0601 

和光建設㈱ 新座支店 東北二丁目 25-11 048-487-6201 

 

【 資料編 】第２.１６「新座市造園業防災協力会連絡先」 

(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

名称 所在地 電話番号 

榎本造園土木 馬場四丁目 12-5 048-481-4388 

(有)太田造園 野火止三丁目 2-14 048-477-3987 

(有)㐂美塚農園 本多一丁目 17-15 048-477-1109 

(有)寿造園企画 堀ノ内一丁目 4-17 048-478-5852 

(有)新清 西堀二丁目 10-12 042-491-1321 

(有)総合緑地 池田四丁目 3-25 048-479-4348 

(株)髙藤園 野火止五丁目 3-31 048-478-3145 

(有)髙野造園 栗原二丁目 3-18 042-471-3108 

中川造園土木(株) 大和田四丁目 18-6 048-479-5909 

(有)増田造園 栗原六丁目 12-3 042-424-3004 
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【 資料編 】第２.１７「新座市指定水道工事店防災協力会連絡先」 

(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

名称 所在地 電話番号 

Ｉ．Ｔ住設(株) 野火止二丁目2-10 048-464-5390 

(有)アクア設備工業 野火止六丁目 15-9 048-479-0021 

(株)石井設備 野寺二丁目 5-39 048-201-0210 

(株)磯野商事 池田二丁目 2-35 048-478-2282 

(有)神田設備工業 本多一丁目 12-5 048-478-1744 

(株)三立 野火止七丁目 7-46 048-478-4568 

(有)高野設備工業所 西堀三丁目 1-21 042-491-1333 

(株)髙橋設備工業所 栗原六丁目 10-25 042-423-6626 

(株)辻村設備 栄三丁目 7-9 048-478-4973 

(株)並木住設 本多一丁目 1-36 048-478-2430 

(有)並木水道 野火止三丁目 1-9 048-479-1581 

(有)萩原設備 石神二丁目 12-6 048-479-7842 

(有)福留設備工業 石神二丁目 3-11 048-481-7476 

(有)増根住設 道場一丁目 13-20 048-478-1441 

(有)松下工業所 栗原三丁目 11-9 042-421-8413 

(株)ヨシダ工業 野火止三丁目 4-14 048-477-3475 

 
 
 

【 資料編 】第２.１８「新座市電設防災協力会連絡先」 

(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

名称 所在地 電話番号 

(株)アース 野寺三丁目7-30 048-479-3262 

(株)井上電機 大和田一丁目 2-6 048-477-2065 

(株)中村電気 野火止一丁目 14-5 048-477-2190 

馬場電気工業(株) 栗原三丁目 7-29 042-422-0254 

(有)ハラデン 新堀一丁目 2-15 042-493-8990 

(有)プロクト 馬場三丁目 1-5 048-458-0238 

(有)細沼電気商会 大和田四丁目 14-6 048-479-2950 

(有)吉田電機 畑中一丁目 15-42 048-477-4020 
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【 資料編 】第２.１９「防災関係機関」 

 

（その１） 

（令和 7年 4月 1 日現在） 

名称 担当部署 備考 

（国関係機関） 

陸上自衛隊第32普通科連隊   

熊谷地方気象台 防災担当  

北首都国道事務所   

関東地方整備局   

（埼玉県関係） 

県庁 

災害対策課  

危機管理課  

河川砂防課  

さいたま農林振興センター   

朝霞県土整備事務所   

朝霞保健所   

南西部地域振興センター   

（警察・消防） 

新座警察署   

埼玉県南西部消防局   

新座市消防団 （新座市危機管理室）  

（協定締結市等） 

朝霞市 危機管理室  

志木市 防災危機管理課  

和光市 危機管理室  

所沢市 危機管理室  

清瀬市 防災防犯課  

東久留米市 防災防犯課  

東村山市 防災防犯課 ７市協定 

練馬区 防災計画課  

西東京市 危機管理課  

新潟県十日町市 防災安全課  

茨城県日立市 防災対策課 ７市協定 

栃木県那須塩原市 危機管理室  

栃木県小山市 危機管理課 ７市協定 

愛知県豊川市 危機管理課 ７市協定 

愛知県安城市 危機管理課 ７市協定 

愛知県西尾市 危機管理課 ７市協定 

（医療関係） 

朝霞地区医師会   

朝霞地区歯科医師会   

朝霞地区薬剤師会   

新座志木中央総合病院   

高田整形外科病院   

堀ノ内病院   
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（その２） 

（令和 7年 4月 1 日現在） 

名称 担当部署 備考 

（福祉関係） 

日本赤十字社埼玉県支部 
救護・講習課  

日赤新座市地区  

新座市社会福祉協議会   

（ライフライン関係） 

NTT東日本(株) 埼玉事業部  

東京電力パワーグリッド(株) 志木支社  

東京ガスネットワーク(株) 埼玉支社  

（輸送関係） 

東日本旅客鉄道(株) 東所沢駅  

日本貨物鉄道(株) 新座貨物ターミナル駅  

東武鉄道(株) 志木駅  

東武バスウエスト(株) 新座営業事務所  

西武バス(株) 新座営業所  

国際興業(株) 西浦和営業所  

日本郵便(株) 新座郵便局  

日本通運(株) 埼玉支店  

佐川急便(株) 練馬営業所  

ヤマト運輸(株) 武蔵野主管支店  

埼玉県トラック協会 朝霞支部 （清水運輸） 
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【 資料編 】第２.２０「防災行政無線（固定系）」 

 

  親局設置場所 野火止１－１－１（市役所内） 

制御局設置場所 野火止１－１－１（市役所内）    

令和 7年 8月 1日現在 

番号 受信所名 所在地 

1 大和田一丁目(公民館） 大和田１－２６－１６ 

2 大和田郵便局 大和田４－６－１ 

3 野火止上北ふれあい公園 野火止５－３３－９番地先 

4 新座小学校 新座３－４－１ 

5 志木駅南口前ビル 東北２－３６－１１ 

6 東北二丁目東北公園 東北２－４－６番地先 

7 大和田集会所 大和田５－１２－２５ 

8 北野公園 北野３－２０－１５番地先 

9 北野第二公園 北野２－８－１２番地先 

10 大和田小学校 大和田１－１－３０ 

11 ＪＡあさか野野火止支店 野火止５－７－２２ 

12 野火止七丁目道路上 野火止７－１９－１０番地先(浄水場) 

13 野火止八丁目１５番歩道上 野火止８－１５－１６番地先 

14 ひがし児童遊園 東３－１４－２３番地先 

15 野火止三丁目 野火止３－１０－５ 

16 あたご二丁目 あたご２－５－３４番地先 

17 野火止小学校 野火止４－９－１ 

18 市民総合体育館 本多２－１－２０ 

19 県営新座菅沢団地 菅沢２－２－５ 

20 野火止八丁目４番地先 野火止８－４－１２ 

21 畑中一丁目第５ポケットパーク 畑中１－８－４３番地先 

22 畑中公民館 畑中１－１５－５８ 

23 新座中学校 野火止２－４－１ 

24 西堀浄水場管理棟 本多１－４－１１ 

25 新座市役所第二庁舎 野火止１－１－１ 

26 第三中学校 池田１－１－１ 

27 池田小学校 池田４－８－４９ 

28 栄中央集会所 栄４－５－２３ 

29 新堀三丁目 新堀３－３－２８ 

30 新堀一丁目駐車場 新堀１－１２－２２番地先 

31 西堀小学校 西堀２－１８－３ 

32 野寺小学校 野寺５－１－２４ 

33 一本松児童遊園 栗原５－９－１７番地先 

34 栗原一丁目第二児童遊園 栗原１－１０－１７番地先 
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番号 受信所名 所在地 

35 石神一丁目 石神１－５－３１番地先 

36 栗原小学校 栗原１－５－１ 

37 老人福祉センター 堀ノ内２－３－４５ 

38 片山小学校 片山１－８－３１ 

39 八石小学校 野寺２－８－４５ 

40 片山集会所 片山２－１２－７ 

41 第五中学校 野寺４－８－１ 

42 中野二丁目 中野２－１１－２１ 

43 新開小学校 大和田１－２２－１０ 

44 栄一丁目児童遊園 栄１－２－２４番地先 

45 下東公園 東北２－９番地内 

46 県営新座馬場団地 馬場４－１２－５８ 

47 千代田橋 畑中２－１４（河川敷） 

48 堀ノ内二丁目第二児童遊園 堀ノ内２－７－２２番地先（河川敷） 

49 石神四丁目瀧見観音 石神４－９地内 

50 畑中三丁目 畑中３－７－１４付近 

51 東北小学校 北野３－１－１ 

52 西堀集会所 西堀１－１０－３２ 

53 上東公園 東２－４－８番地先 

54 石神会館 石神４－４－１０ 

55 片山ファミリープール跡地 道場１－１３－５０ 

56 新堀ふれあいの家 新堀２－７－２９ 

57 馬場第二公園 馬場２－５－１８番地先 

58 栗原公民館 栗原３－８－３４ 

59 福祉の里 新塚１－４－５ 

60 野火止五丁目第３ポケットパーク 野火止５－１８－２１番地先 

61 石神一丁目１０番地先 石神１－１０地内 

62 新座二丁目歩道上 新座２－２－５番地先 

63 新座三丁目歩道上 新座３－５－１２番地先 

64 池田・前原集会所 池田５－１０－２９ 

65 野火止八丁目２１番地先 野火止８－２１－３番地先 

66 中野一丁目道路上 中野１－６－５番地先 

67 新堀三丁目歩道上 新堀３－９－３２番地先 

68 栗原五丁目歩道上 栗原５－１－３番地先 

69 あたご三丁目歩道上 あたご３－１１－１１番地先 

70 大和田四丁目道路上 大和田４－１２－１番地先 

71 十文字学園 菅沢２－１－２８ 

72 栗原の森集会所 栗原２－４－４１ 

73 西堀二丁目児童遊園 西堀２－１０－２９番地先 
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番号 受信所名 所在地 

74 北野・東北集会所 北野３－８－２６ 

75 野火止用水公園 野火止６－１－４８番地先 

76 陣屋小学校 野火止１－１８－２０ 

77 中野一丁目（防火水槽用地内） 中野１－１６－６番地先 

78 大和田三本木墓地 大和田３－２－１６番地先 

79 県営新座野火止南団地 野火止３－１６－５１番地先 
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【 資料編 】第２.２１「市各部保有車両台数」 

（令和 7年 8月 1 日現在） 

部名 乗用 貨物 軽乗用 
特殊車 

バイク 計 
消防車 その他 

総合政策部        

総務部        

財政部 4 2 13    19 

市民生活部  3 2    5 

総合福祉部 2 1 8    11 

こども未来部 1  2    3 

いきいき健康部  2 9   12 23 

まちづくり未来部 1 8     9 

インフラ整備部  19 2  1  22 

教育委員会  12 9  1  22 

その他部局室 1 2  9 2  14 

計 9 50 45 9 3 12 128 

 

 

 

 

【 資料編 】第２.２２「燃料調達先」 

（令和 7年 8月 1 日現在） 

名称 所在地 電話番号 

ガ 

ソ 

リ 

ン 

 (株)並木産業 新座店  本多一丁目 5-5 048－477－3850 

 (株)並木産業 新座東店  野火止七丁目 18-5 048－482－6267 

 (株)並木産業 新座中央店  野火止八丁目 1-25 048－477－3042 

 (有)山崎商会  馬場四丁目 6-5 048－478－4465 

Ｌ 

Ｐ 

ガ 

ス 

 岩渕液化ガス(株)  東北二丁目 1-5 048－486－5311 

 (株)エクシング戸田営業所  戸田市中町二丁目 19-9 048－442－1400 

 東上ガス(株)埼玉西部支店  三芳町上富 1943-4 049－258－3233 

 (株)エネアーク関東 新座支店  畑中一丁目 24-5 048－479－3921 

 橋本産業(株)  野火止七丁目 15-2 048－480－6711 

 野島ガス(株)  道場二丁目 14-2 048－478－4332 

 (有)長田燃料店  栗原五丁目 10-10 042－421－8338 
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【 資料編 】第２.２３「新座市指定給水装置工事事業者一覧」及び「新座市指定下水道工

事店一覧」 

新座市指定給水装置工事事業者一覧      （令和 7 年 8 月 1 日現在） 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 (株)ノグチ あたご三丁目 9-12 048-211-9901 

2 (有)浮田工業 あたご三丁目 1888-1 048-497-2856 

3 (株)磯野商事 池田二丁目 2-35 048-478-2282 

4 (有)ナミヨシ設備 池田四丁目 3-11 048-477-4847 

5 (有)福留設備工業 石神二丁目 3-11 048-481-7476 

6 たすかる水道サービス 石神二丁目 12-5 048-483-0268 

7 (有)萩原設備 石神二丁目 12-6 048-479-7842 

8 エフワイテック 石神四丁目 5-1 042-427-4042 

9 (有)鯉川設備 石神四丁目 7-19 042-474-4072 

10 (株)Ｙ'ｓ ｗｏｒｋｓ 石神四丁目 12-13 042-479-4941 

11 平野水道店 石神五丁目 1-28 042-420-5861 

12 山大物産(株) 大和田三丁目 10-26 048-481-3845 

13 (株)金子設備工事 大和田四丁目 8-3 048-479-4168 

14 (株)コスモ 片山一丁目 15-4 048-482-7122 

15 横田設備工業(株)埼玉支店 片山一丁目 15-31 048-479-9404 

16 (株)清水設備 片山一丁目 19-17 048-477-7595 

17 針ヶ谷設備工業(株) 北野一丁目 1-3 048-477-1351 

18 (株)植木水道 北野二丁目 16-2 048-477-6431 

19 (有)鈴雄設備 栗原一丁目 1-17 042-474-6140 

20 (株)ＪＯＩＮＴＳ 栗原一丁目 6-42 090-3875-2932 

21 (有)松下工業所 栗原三丁目 11-9 042-421-8413 

22 (有)金子工業所 栗原五丁目 3-18 042-421-7859 

23 (株)ＷＡＴＥＲ ＷＯＲＫＳ ＷＡＴ 栗原五丁目 17-22  

Ａフィールド 2Ｆ 

042-424-0234 

24 (株)髙橋設備工業所 栗原六丁目 10-25 042-423-6626 

25 (株)辻村設備 栄三丁目 7-9 048-478-4977 

26 丸大工業(株) 栄四丁目 6-30 048-477-0211 

27 エイト設備工業 栄五丁目 7-29 080-1331-6596 

28 (有)システムプラミングちの 栄五丁目 10-41 048-478-1508 

29 (有)新島設備工業 道場一丁目 2-31 048-482-5268 

30 (有)増根住設 道場一丁目 13-20 048-478-1441 

31 (株)水道修理の専門店昭和水道サービス 東北二丁目 39-10 

ドゥーゼット弐番館 6Ｆ 

03-4570-7102 

32 (株)くらしメンテ 中野一丁目 10-24 048-483-5410 

33 (株)祐栄設備工業 西堀二丁目 8-45 042-420-5803 

34 (有)高野設備工業所 西堀三丁目 1-21 042-491-1333 

35 (株)石井設備 野寺二丁目 5-39 048-201-0210 
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番号 名称 所在地 電話番号 

36 ライズワン設備工業 野火止一丁目 13-47 048-483-4321 

37 アイコー設備 野火止二丁目 6-3 048-458-0602 

38 (有)菅沼設備 野火止二丁目 7-16 048-483-1323 

39 (有)並木水道 野火止三丁目 1-9 048-479-1581 

40 (株)ヨシダ工業 野火止三丁目 4-14 048-477-3475 

41 (有)アクア設備工業 野火止六丁目 15-9 048-479-0021 

42 (株)三立 野火止七丁目 7-46 048-478-4568 

43 東京ガスライフアサヒ(株) 野火止七丁目 11-3 048-482-1126 

44 (有)オオハタ商事 畑中二丁目 1-10 048-478-7246 

45 (有)光風エアコン 畑中二丁目 15-23 048-479-8521 

46 (株)和田設備 畑中三丁目 3-1-606 048-479-7069 

47 (有)小原設備工業 馬場一丁目 9-29 048-487-8976 

48 (株)きくちライフサービス 馬場一丁目 11-15 048-478-8190 

49 (有)三信技建 馬場二丁目 5-19 048-481-7980 

50 瀧島商事(株)新座営業所 馬場三丁目 11-13 048-477-1031 

51 (有)中村産業 馬場四丁目 12-3 048-477-5498 

52 (株)埼京住設工業 馬場四丁目 13-1 048-481-8516 

53 (株)並木住設 本多一丁目 1-36 048-478-2430 

54 (有)神田設備工業 本多一丁目 12-5 048-478-1744 

55 (株)新成設備工業 本多一丁目 14-57 048-489-5358 

※ 新座市内業者のみ掲載                       資料）水道業務課 

 

新座市指定下水道工事店一覧       （令和 7 年 12 月 1 日現在） 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 ㈱ヨシダ工業 野火止三丁目 4-14 048-477-3475 

2 ㈲神田設備工業 本多一丁目 12-5 048-478-1744 

3 ㈱髙橋設備工業所 栗原六丁目 10-25 042-423-6626 

4 ㈱並木住設 本多一丁目 1-36 048-478-2430 

5 ㈲並木水道 野火止三丁目 1-9 048-479-1581 

6 ㈱辻村設備 栄三丁目 7-9 048-478-4977 

7 丸大工業㈱ 栄四丁目 6-30 048-477-0211 

8 越前谷建設㈱ 新堀一丁目 2-2 042-493-5826 

9 ㈲萩原設備 石神二丁目 12-6 048-479-7842 

10 ㈲高野設備工業所 西堀三丁目 1-21 042-491-1333 

11 ㈲松下工業所 栗原三丁目 11-9 042-421-8413 

12 ㈲金子工業所 栗原五丁目 3-18 042-421-7859 

13 ㈱関設備工業 新堀二丁目 8-34 042-491-1256 

14 瀧島商事㈱新座営業所 馬場三丁目 11-13 048-477-1031 

15 ㈱金子設備工事 大和田四丁目 8-3 048-479-4168 
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番号 名称 所在地 電話番号 

16 ㈲アクア設備工業 野火止六丁目 15-9 048-479-0021 

17 ㈲増根住設新座支店 道場一丁目 13-20 048-478-1441 

18 ㈲鯉川設備 石神四丁目 7-19 042-474-4072 

19 ㈲オオハタ商事 畑中二丁目 1-10 048-478-7246 

20 ㈲システムプラミングちの 栄五丁目 10-41 048-478-1508 

21 ㈲ナミヨシ設備 池田四丁目 3-11 048-477-4847 

22 奥山ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ 野火止二丁目 7-16 048-477-3588 

23 ㈱磯野商事 池田二丁目 2-35 048-478-2282 

24 ㈲福留設備工業 石神二丁目 3-11 048-481-7476 

25 ㈱埼京住設工業 馬場四丁目 13-1 048-481-8516 

26 ㈲小原設備工業 馬場一丁目 9-29 048-487-8976 

27 ㈲中村産業 馬場四丁目 12-3 048-477-5498 

28 ㈱三立 野火止七丁目 7-46 048-478-4568 

29 横田設備工業㈱埼玉支店 片山一丁目 15-31 048-479-9404 

30 ㈱新成設備工業 本多一丁目 14-57 048-489-5358 

31 ㈱石井設備 野寺二丁目 5-39 048-201-0210 

32 ㈲英建 新堀二丁目 1-29 042-497-2724 

33 ㈲髙松設備工業所 堀ノ内二丁目 2-33 090-3313-8326 

34 ライズワン設備工業 野火止一丁目 13-47 048-483-4321 

35 たすかる水道サービス 石神二丁目 12-5 048-483-0268 

36 髙野工事㈱ 栗原二丁目 3-16 042-472-2977 

37 ㈱Y's works 石神四丁目 12-13 042-497-8486 

38 ㈱植木水道 北野二丁目 16-2 048-477-6431 

39 ㈱ネクサス新座営業所 栗原六丁目 12-9  

Big Village 101 
042-497-1260 

40 エイト設備工業 栄五丁目 7-29 048-260-6046 

41 ㈱清水設備 片山一丁目 19-17 048-477-7595 

42 ㈱ノグチ あたご三丁目 9-12 048-211-9901 

43 平井設備 栄五丁目 6-5 第 3 グリ

ーンハイツ 106 号室 

090-3203-2267 

44 丸益建設㈱ 石神二丁目 2-23 090-2626-2867 

※ 新座市内業者のみ掲載                        資料）下水道課 

 

【 資料編 】第２.２４「火葬場」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

名称 所在地 能力 電話番号 

さいたま市浦和斎場  さいたま市桜区下大久保 1523-1 １日 21体 048-855-6246 

さいたま市大宮聖苑  さいたま市見沼区染谷 2-350-1 １日 21体 048-682-2800 

戸田葬祭場  板橋区舟渡 4-15-1 １日 74体 03-3966-4241 

所沢市斎場  所沢市北原町 1282 １日 12体 04-2993-9931 
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【 資料編 】第２.２５「市民葬の市指定委託葬儀社」 

（令和 7年 8月 1 日現在） 

NO. 名称 電話番号 所在地 

1 (株)西部典礼 048(471)8880 新座市東北二丁目27番2号 

2 (株)東上セレモサービス 048(472)6136 新座市東北二丁目27番3号 

3 (株)埼玉金周 0120(49)5541 新座市東北二丁目29番8号 

4 (株)東邦寝台（葬祭部） 048(477)3177 新座市大和田一丁目25番20号 

5 (株)セレモメモリー 048(479)8811 新座市大和田五丁目11番15号 

6 (有)さいたま葬祭 048(480)3457 新座市野火止七丁目7番20号 

7 (株)花輪式典 048(480)1026 新座市野火止八丁目11番19号 

8 むさしの式典サービス 048(486)1840 新座市畑中一丁目17番52号 

9 (株)日本博礼社 042(477)0044 新座市野寺二丁目20番20号 

10 愛セレモニー(有) 042(473)6439 新座市栗原一丁目2番2号 

11 (株)ヨーコー 0120(544)100 新座市栗原三丁目5番15号 

12 (有)あさか葬祭 048(450)0694 朝霞市根岸台一丁目7番11号 

13 さくら商事(株) 048(463)8640 朝霞市溝沼六丁目15番4号 

14 (有)桜フラワー 0120(676)785 朝霞市溝沼六丁目15番5号 

15 フルールウーノ(株)（福祉葬祭） 048(471)7979 朝霞市浜崎三丁目 8番 14 号 

16 (株)アトラス 048(474)1545 朝霞市浜崎三丁目17番30号 

17 (有)サンレイ 048(475)0003 志木市上宗岡一丁目18番46号 

18 (株)さいたま奉仕会葬祭センター 0120(442)422 志木市下宗岡二丁目4番18号 

19 (有)石原葬儀社 048(471)1198 志木市本町四丁目8番35号 

20 (株)サンメモリー(サンメモリー和光) 048(485)1265 和光市下新倉三丁目11番18号 

21 (株)セレモニー 048(464)1611 和光市本町15番51号和光ビル2階 

22 (株)宇野商店 048(465)0948 和光市白子三丁目29番59号 

23 
特定非営利活動法人 

さいたまＮＰＯ市民助葬会 

04(2990)5132 
所沢市美原町一丁目2927番地13 

24 コスモ葬祭(株) 04(2992)4000 所沢市北原町866番地14 

25 (株)金周内田 03(3933)0426 練馬区北町一丁目16番6号 

26 (有)きよせ典礼 03(3921)9090 練馬区西大泉六丁目3番7号 

27 (株)まきの 03(3929)1040 練馬区上石神井四丁目 9番 24 号 

28 (有)藤式典 042(421)0004 西東京市ひばりが丘北四丁目1番6号 

29 (株)三愛メモリアル 042(492)0044 清瀬市元町一丁目7番5号 

30 (有)セレモサービス 042(493)0997 清瀬市下清戸二丁目559番地の8 

31 アイワセレモニー(有) 048(422)0183 野火止一丁目14番3号 

32 こくぼ葬儀社 042(471)5625 石神四丁目6番13号 
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【 資料編 】第２.２６「柳瀬川の浸水想定区域内の要配慮者利用施設」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

施設名 所在地 

新座保育園 新座市新座 2-14-60 

新座放課後児童保育室 新座市新座 3-4-1 

山びこ保育園 新座市大和田 4-18-53 

山びこ保育園地域子育て支援センター 

「山ゆり」 

大和田しらかば幼稚園 新座市大和田 4-16-18 

第二新座幼稚園 新座市新座 3-4-12 

地域活動支援センター「福祉工房 楓」 新座市大和田 4-16-40 

就労継続支援Ｂ型事業所「シンフォニー」 新座市新座 3-3-20-105 

就労継続支援Ｂ型事業所「くるみの木」 新座市大和田 4-13-10 

障害者地域活動センターふらっと 新座市大和田 4-13-17 

須田整形外科 新座市新座 3-3-14 

新座小学校 新座市新座 3-4-1 

第四中学校 新座市大和田 4-17-1 

新座柳瀬高校 新座市大和田 4-12-1 

西武台高校 新座市中野 2-9-1 

第二老人福祉センター 新座市大和田 4-18-41 

第一新座幼稚園 新座市大和田 4-2-24 

キッズビー キャンパス 新座市新座 2-8-14 

イノベル新座Ａ 新座市新座 2-9-20 
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【 資料編 】第２.２７「黒目川の浸水想定区域内の要配慮者利用施設」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

施設名 所在地 

生活介護事業所「けやきの家」 新座市道場 1-13-50 

ソーシャルインクルー新座野寺 新座市野寺 1-3-18 

明彩幼稚園 新座市野寺 1-11-10 

まこと保育園 新座市石神 4-5-18 

妙音沢もみじ保育園 新座市馬場 3-8-20 

どろんこ保育園 新座市畑中 2-17-34 

にいざ馬場保育園 新座市馬場 3-11-13 瀧商ビル 102 

第四小学校 新座市馬場 3-6-1 

第四放課後児童保育室 新座市馬場 3-6-1 

第三中学校 新座市池田 1-1-1 

エクラシア新座馬場 新座市馬場 2-6-5 

ツクイ新座 新座市道場 2-6-3 

多機能ホームまどか 新座市石神 4-4-33 

堀ノ内病院 新座市堀ノ内 2-9-31 

 

 

【 資料編 】第２.２８「土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設」 

（令和 7年 7月 1 日現在） 

施設名 所在地 

市立第二保育園 新座市栗原 3-7-40 

西武台高校 新座市中野 2-9-1 

新座高校 新座市池田 1-1-2 
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【参考】災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

 

平成十三年三月二十三日 

告示第三百九十三号 

改正 

 

平成一四年 五月一七日告示第九四三号 

平成一六年 一月 六日告示第八号 

平成一六年 四月三〇日告示第九八七号 

平成一七年 七月二六日告示第一五〇六号 

平成一八年 四月二八日告示第八一三号 

平成一九年 六月二九日告示第一〇四四号 

平成二〇年 六月二〇日告示第八四五号 

平成二一年一〇月 九日告示第一三四四号 

平成二二年 七月 二日告示第九五五号 

平成二四年 八月一〇日告示第一一二二号 

平成二六年 一月二八日告示第九六号 

平成二六年 五月二三日告示第七七一号 

平成二七年 五月 一日告示第四九二号 

平成二八年 四月二六日告示第五八七号 

平成二九年 五月一二日告示第五九四号 

平成三〇年 五月二五日告示第五七四号 

令和 二年 二月二八日告示第一三三号 

令和 三年 八月一〇日告示第九三二号 

 

災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号）第九条第一項及び第十一条の規定に基

づき、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準を次のとおり定め、平

成十二年四月一日から適用する。 

昭和四十年埼玉県告示第六百三号（災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償

について）は、平成十二年三月三十一日限り廃止する。 

第一章 救助の程度、方法及び期間 

第一条 災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。）第三条第

一項の規定による救助の程度、方法及び期間の基準は、災害救助法（昭和二十二年法律第百十八

号。以下「法」という。）第四条第一項各号及び第二項に掲げる救助の種類ごとに、本章の定め

るところによる。 
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（避難所及び応急仮設住宅の供与） 

第二条 法第四条第一項第一号及び第二項の避難所並びに同条第一項第一号の応急仮設住宅の供

与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

一 避難所 

イ 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものであること。 

ロ 原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を利用

することが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法によ

り実施すること。 

ハ 避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇

上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設

便所等の設置費（法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれがある場合におい

て必要となる別に定める経費）として、一人一日当たり三百六十円以内とすること。 

ニ 福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であって避難所での避難生活

において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所をいう。）を設置した場合は、ハの金額

に、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができること。 

ホ 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健

康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することができ

ること。 

ヘ 法第四条第一項第一号の避難所を開設できる期間は、災害発生の日から七日以内とし、同条

第二項の避難所を開設できる期間は、法第二条第二項の規定による救助を開始した日から、別に

定める日までの期間とすること。 

二 応急仮設住宅 

応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力で

は住家を得ることができないものに、建設し供与するもの（以下「建設型応急住宅」という。）、

民間賃貸住宅を借上げて供与するもの（以下「賃貸型応急住宅」という。）、又はその他適切な

方法により供与するものであること。 

イ 建設型応急住宅 

(１) 建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。ただし、これ

ら適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能であること。 

(２) 一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応

じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工

事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、七百八万九千円以内とすること。 

(３) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、

居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、五十戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な

施設を設置できること。 

(４) 福祉仮設住宅（老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であ

って日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。）を建設型応急住宅と

して設置できること。 

(５) 建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置しなければなら

ないこと。 

(６) 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和二十五年法律第二百
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一号）第八十五条第三項又は第四項に規定する期限までとすること。 

(７) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために

支出できる費用は、当該地域における実費とすること。 

ロ 賃貸型応急住宅 

(１) 賃貸型応急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてイ(２)に定める規模に準ずる

こととし、その借上げのために支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は

火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情

に応じた額とすること。 

(２) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければな

らないこと。 

(３) 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、イ(６)と同様の期間とすること。 

（炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給） 

第三条 法第四条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各

号に定める救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

一 炊き出しその他による食品の給与 

イ 避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者

に対して行うものであること。 

ロ 被災者が直ちに食することができる現物によるものとすること。 

ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等

の経費として一人一日当たり千三百九十円以内とすること。 

ニ 炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とするこ

と。 

二 飲料水の供給 

イ 災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うものであること。 

ロ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要な

機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域における通

常の実費とすること。 

ハ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とすること。 

（被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与） 

第四条 法第四条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与（以下「生活必需

品の給与等」という。）は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 

一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（土砂の堆積等により一時的に居住する

ことができない状態となったものを含む。以下同じ。）、全島避難等により、生活上必要な被服、

寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むこ

とが困難な者に対して行うものであること。 

二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。 

イ 被服、寝具及び身の回り品 

ロ 日用品 

ハ 炊事用具及び食器 

ニ 光熱材料 

三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲

げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季（四月から九月までの期間をいう。
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以下同じ。）及び冬季（十月から三月までの期間をいう。以下同じ。）とし、災害発生の日をも

って決定すること。 

イ 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯 

一人世帯 

二万三百円（夏季） 

三万三千七百円（冬季） 

二人世帯 

二万六千百円（夏季） 

四万三千五百円（冬季） 

三人世帯 

三万八千七百円（夏季） 

六万六百円（冬季） 

四人世帯 

四万六千二百円（夏季） 

七万九百円（冬季） 

五人世帯 

五万八千五百円（夏季） 

八万九千三百円（冬季） 

世帯員数が六人以上一人を増すごとに加算する額 

八千五百円（夏季） 

一万二千三百円（冬季） 

ロ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 

一人世帯 

六千七百円（夏季） 

一万七百円（冬季） 

二人世帯 

八千九百円（夏季） 

一万四千円（冬季） 

三人世帯 

一万三千四百円（夏季） 

一万九千九百円（冬季） 

四人世帯 

一万六千三百円（夏季） 

二万三千六百円（冬季） 

五人世帯 

二万五百円（夏季） 

二万九千八百円（冬季） 

世帯員数が六人以上一人を増すごとに加算する額 

二千九百円（夏季） 

三千九百円（冬季） 

四 生活必需品の給与等は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。 

（医療及び助産） 
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第五条 法第四条第一項第四号の医療及び助産は、次の各号に定めるところにより行うこととす

る。 

一 医療 

イ 災害のため医療のみちを失った者に対して、応急的に処置するものであること。 

ロ 救護班において行うこと。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合は、病院又は診

療所（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十

七号）又は柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）に規定するあん摩マツサージ指圧師、は

り師、きゆう師又は柔道整復師（以下「施術者」という。）を含む。）において医療（施術者が

行うことができる範囲の施術を含む。）を行うことができること。 

ハ 次の範囲内において行うこと。 

(１) 診療 

(２) 薬剤又は治療材料の支給 

(３) 処置、手術その他の治療及び施術 

(４) 病院又は診療所への収容 

(５) 看護 

ニ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料、破損した医療

器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、

施術者による場合は協定料金の額以内とすること。 

ホ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から十四日以内とすること。 

二 助産 

イ 災害発生の日以前又は以後の七日以内に分べんした者であって、災害のため助産のみちを失

ったものに対して行うものであること。 

ロ 次の範囲内において行うこと。 

(１) 分べんの介助 

(２) 分べん前及び分べん後の処置 

(３) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

ハ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産

師による場合は慣行料金の百分の八十以内の額とすること。 

ニ 助産を実施できる期間は、分べんした日から七日以内とすること。 

（被災者の救出） 

第六条 法第四条第一項第五号の被災者の救出は、次の各号に定めるところにより行うこととす

る。 

一 災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索

し、又は救出するものであること。 

二 被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は

購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。 

三 被災者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から三日以内とすること。 

（被災した住宅の応急修理） 

第七条 法第四条第一項第六号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行

うこととする。 

一 災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応

急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度
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に住家が半壊した者に対して行うものであること。 

二 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、

その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。 

⑴ ⑵に掲げる世帯以外の世帯 七十三万九千円 

⑵ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十五万八千円 

三 住宅の応急修理は、災害発生の日から三月以内（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百

二十三号）第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定す

る非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災

害にあっては、六月以内）に完了すること。 

（生業に必要な資金の貸与） 

第八条 法第四条第一項第七号の生業に必要な資金の貸与は、次の各号に定めるところにより行

うこととする。 

一 住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失った世帯に対して行うものである

こと。 

二 生業を営むために必要な機械、器具又は資材を購入するための費用に充てるものであって、

生業の見込みが確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に対して貸与するものであるこ

と。 

三 生業に必要な資金として貸与できる額は、次の額以内とすること。 

イ 生業費 

一件当たり 三万円 

ロ 就職支度費 

一件当たり 一万五千円 

四 生業に必要な資金の貸与は、次の条件を付すものであること。 

イ 貸与期間 二年以内 

ロ 利子 無利子 

五 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一月以内に完了しなければならないこと。 

（学用品の給与） 

第九条 法第四条第一項第八号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととす

る。 

一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品

を使用することができず、就学上支障のある小学校児童（義務教育学校の前期課程及び特別支援

学校の小学部の児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（義務教育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等

学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び

通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒

をいう。以下同じ。）に対して行うものであること。 

二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。 

イ 教科書 

ロ 文房具 

ハ 通学用品 

三 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とすること。 

イ 教科書代 
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(１) 小学校児童及び中学校生徒 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和二十三年法律第百三十二号）第二条第一項に規定する教

科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを給与

するための実費 

(２) 高等学校等生徒 

正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

ロ 文房具費及び通学用品費 

(１) 小学校児童 

一人当たり 五千五百円 

(２) 中学校生徒 

一人当たり 五千八百円 

(３) 高等学校等生徒 

一人当たり 六千三百円 

四 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については一月以内、その他の学用品については

十五日以内に完了しなければならないこと。 

（埋葬） 

第十条 法第四条第一項第九号の埋葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 

一 災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものであること。 

二 原則として棺又は棺材の現物をもって、次の範囲内において行うこと。 

イ 棺（附属品を含む。） 

ロ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

ハ 骨つぼ及び骨箱 

三 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十三万二千二百円以内、小人十八万五千七

百円以内とすること。 

四 埋葬は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。 

（死体の捜索及び処理） 

第十一条 法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第一号の死体の捜索及び処理は、次の

各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

一 死体の捜索 

イ 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定さ

れる者に対して行うものであること。 

ロ 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購

入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。 

ハ 死体の捜索は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。 

二 死体の処理 

イ 災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）を行うものであること。 

ロ 次の範囲内において行うこと。 

(１) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

(２) 死体の一時保存 

(３) 検案 

ハ 検案は、原則として救護班において行うこと。 

ニ 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。 
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(１) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当り三千七百円以内とすること。 

(２) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場合は

当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体当り五千九百

円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要

であるときは、当該地域における通常の実費を加算することができること。 

(３) 救護班において検案をすることができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とするこ

と。 

ホ 死体の処理は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。 

（災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして

いるものの除去） 

第十二条 法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第二号の災害によって住居又はその周

辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 

一 居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため一

時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては、当該障害物を除去すること

ができない者に対して行うものであること。 

二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器

具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村において障害物の除去を行

った一世帯当たりの平均が十四万三千九百円以内とすること。 

三 障害物の除去は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。 

（救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費） 

第十三条 法第四条第一項各号及び第二項の救助を実施するに当たり必要な場合は、救助のため

の輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができる。 

一 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合とする

こと。 

イ 被災者（法第四条第二項の救助にあっては避難者）の避難に係る支援 

ロ 医療及び助産 

ハ 被災者の救出 

ニ 飲料水の供給 

ホ 死体の捜索 

ヘ 死体の処理 

ト 救済用物資の整理配分 

二 救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする

こと。 

三 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認められる

期間以内とすること。 

第二章 実費弁償 

（実費弁償） 

第十四条 法第七条第五項の実費弁償は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定めるところ

により行うこととする。 

一 令第四条第一号から第四号までに規定する者 

イ 日当（一人一日当たり） 
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(１) 医師及び歯科医師 

二万千七百円以内 

(２) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士 

一万五千百円以内 

(３) 保健師、助産師、看護師及び准看護師 

一万五千六百円以内 

(４) 土木技術者及び建築技術者 

一万五千二百円以内 

(５) 救急救命士 

一万四千七百円以内 

(６) 大工 

二万五千六百円以内 

(７) 左官 

二万六千八百円以内 

(８) とび職 

二万七千三百円以内 

ロ 時間外勤務手当 

職種ごとに、イの(１)から(８)までに定める日当額を基礎とし、常勤県職員との均衡を考慮して

算定した額以内とすること。 

ハ 旅費 

職種ごとに、イの(１)から(８)までに定める日当額を基礎とし、常勤県職員との均衡を考慮して

職員の旅費に関する条例（昭和二十七年埼玉県条例第二十号）において定める額以内とすること。 

二 令第四条第五号から第十号までに規定する者 

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその百分の三の額を加算した額

以内とすること。 

第三章 災害救助事務 

（救助事務費） 

第十五条 法第十八条第一項の救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救助事務費」という。）

は、次の各号に定めるところによる。 

一 救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費（救助の実施期間内のも

のに限る。）及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経費とし、次に掲げる費用とするこ

と。 

イ 時間外勤務手当 

ロ 賃金職員等雇上費 

ハ 旅費 

ニ 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。） 

ホ 使用料及び賃借料 

ヘ 通信運搬費 

ト 委託費 

二 各年度において、前号の救助事務費に支出できる費用は、法第二十一条に定める国庫負担を

行う年度（以下「国庫負担対象年度」という。）における各災害に係る前号イからトまでに掲げ

る費用について、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百四十三条に定める会計年
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度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、

国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のイからトまでに掲げる

区分に応じ、それぞれイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とすること。 

イ 三千万円以下の部分の金額については百分の十 

ロ 三千万円を超え六千万円以下の部分の金額については百分の九 

ハ 六千万円を超え一億円以下の部分の金額については百分の八 

ニ 一億円を超え二億円以下の部分の金額については百分の七 

ホ 二億円を超え三億円以下の部分の金額については百分の六 

ヘ 三億円を超え五億円以下の部分の金額については百分の五 

ト 五億円を超える部分の金額については百分の四 

三 前号の「救助事務費以外の費用の額」とは、第二条から第十三条までに規定する救助の実施

のために支出した費用及び第十四条に規定する実費弁償のため支出した費用を合算した額、法第

九条第二項に規定する損失補償に要した費用の額、令第八条第二項に定めるところにより算定し

た法第十二条の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第十九条に規定する委託費用の補償に要し

た費用の額並びに法第二十条第一項に規定する求償に対する支払いに要した費用の額（救助事務

費の額を除く。）の合計額をいう。 

前 文（抄）（平成十四年五月十七日告示第九百四十三号） 

平成十四年四月一日から適用する。 

前 文（抄）（平成十八年四月二十八日告示第八百十三号） 

平成十八年四月一日から適用する。 

前 文（抄）（平成二十六年五月二十三日告示第七百七十一号） 

平成二十六年四月一日から適用する。 

前 文（抄）（平成二十七年五月一日告示第四百九十二号） 

平成二十七年四月一日から適用する。 

前 文（抄）（平成三十年五月二十五日告示第五百七十四号） 

平成三十年四月一日から適用する。 

前 文（抄）（令和二年二月二十八日告示第百三十三号） 

令和元年十月十二日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


